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○ 事務局 それでは、定刻となりましたので、これより平成２５年度第１回徳島地方労

働審議会を始めさせていただきます。 

本年は、委員改選の年となっておりまして、本日の審議会は新しいメンバーによりま

す初めての審議会でございます。私、徳島労働局総務部企画室の米本でございます。会長

が選出されますまでの間、お手元の会次第に従いまして議事進行役を務めさせていただき

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、本日は傍聴の希望はございませんでした。 

 それでは、審議会の成立についてご報告いたします。 

 本日の会議にご出席いただきました委員は、現在公益を代表する委員３名、労働者を代

表する委員５名、使用者を代表する委員６名の出席を得ており、お手元に配付しておりま

す地方労働審議会令第８条第１項に定める定足数を満たしておりますので、審議会として

成立していることを申し添えます。 

 なお、公益代表委員の喜多委員、米田委員、労働者代表委員の平井委員の３名につきま

しては、日程調整がつかないということで欠席されるとの連絡がありました。また、公益

代表の松村委員は遅れての出席となると連絡を受けておりますことをご報告申し上げま

す。 

 それでは、開会に先立ちまして徳島労働局長樋野浩平よりご挨拶申し上げます。 

○樋野労働局長 徳島労働局長の樋野でございます。今年度、第１回の審議会の開会に当

たりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 日ごろから労働行政の運営につきまして格別のご理解、ご支援をいただいておりますこ

とに対しまして感謝を申し上げます。 

 また、委員の皆様におかれましては大変お忙しい中、本日ご出席を賜りましたことに対

しましても心よりお礼を申し上げます。 

 徳島県内の景況を見ますと、日銀徳島事務所の発表による最近の金融経済状況は、公共

工事、住宅投資は増加し、個人消費は緩やかに持ち直しており、企業の生産活動は高水準

で推移していることから、前月に引き続きまして緩やかに回復しつつあると判断をしてる

ということでございます。 

 一方、企業の景況感を示す短観によりますと、業況判断指数ＤＩは製造業、非製造業と

もに３期連続改善し、全体としても３期連続の改定となっております。 

 ３カ月後の先行き予測につきましては、製造業はプラス、非製造業はマイナスでござい
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ますけども、全体ではプラスが見込まれているところでございます。 

 一方、徳島県の有効求人倍率等を見ますと、９月に前月に比べまして０．０３ポイント

低下の１．０２倍となりましたけれども、７月に１．０５倍と平成４年１０月以来の１倍

台となっておりまして、それも３カ月連続で１倍台を推移しているところでございます。

今後、円安による原材料の値上げだとか海外経済の下振れが景気を下押しするリスクの懸

念がございますので、動向には注意をしていく必要があると思っております。 

 ここで、少し行政の運営状況について触れたいと思います。 

 まず、安定行政でございます、新規学卒者の就職支援につきましては、まだまだ厳しい

状況が残っておりますけれども、事務所訪問による求人開発、各ハローワークに配置して

いる学卒ジョブサポーターが各学校との連携をさらに強めつつきめ細かな支援を行い、卒

業までに就職が決定できるように取り組んでまいりたいと考えております。新規高卒者を

対象にしましたジュニアマッチングフェアを去る１１月５日に開催しましたところ、６６

社の企業と、それから新規高卒者１７４名の参加を得ているところでございます。 

 また、１１月１４日、県内の産業界や大学等教育関係者、労働組合、県の方々などの関

係者にご参集いただきまして、徳島新卒者就職支援本部の２回目の会合を開催し、未内定

者の就職実現の取り組みについて各界からご意見などをいただくこととしてございます。 

 次に、求職者支援制度についてでございます。 

 新しい社会保障制度として２年前の１０月１日からスタートをしたものでございますけ

れども、平成２４年度には７１０名の方々が就職支援訓練を受講されまして、４月までに

修了しました訓練の修了３カ月以内の就職率が８２．５％と全国平均の７８．８％を上回

っている状況にございます。引き続き、各ハローワークが中心になりまして、雇用保険を

受給できない求職者の方々を対象に、職業訓練によるスキルアップを通じた早期再就職を

目指してもらう制度として展開を図っていきたいと考えております。 

 そのほか、平成２５年４月施行の改正高齢者雇用安定法だとか障害者雇用率の引き上げ

を受けまして、これらの円滑な施行に向けての各種施策の改正内容についての周知徹底、

また事業主に対する指導を積極的に進めてまいりたいと思っております。 

 労働基準行政につきましては、当局の最重点施策の一つとして挙げております小売業を

始めとした一般労働条件の確保改善対策の推進については、計画的に自主点検、集団指

導、監督指導を行っております。今年の「９月は若者の使い捨てが疑われる企業への取組

強化」といたしまして、９月１日に全国で若者の「使い捨てが疑われる企業に関する無料
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電話相談」を実施し、また「過重労働重点監督月間」として集中的な監督指導を実施して

まいりました。 

 労働安全衛生対策につきましては、「徳島第１２次労働災害防止推進計画」に基づきま

して労働災害の防止と健康確保対策に取り組んでいるところでございます。県内の労働災

害の発生状況につきましては、休業４日以上の労働災害が今年の１０月末時点の速報値

で、６１０人となってございます。前年同期に比べますと５人の増加と、過去最少となっ

た平成２３年に比べまして１０％増加した昨年とほぼ横ばいの状態で、２年連続の増加が

懸念されるような状況にございます。そういったことから、局及び各署におきましては労

働災害防止のための各指導を積極的に取り組んでおりまして、また労働災害防止関係団体

との連携を強め、対策を実施しているところでございます。 

 そういった中で、９月１８日、私の名前で労働災害防止対策の徹底について、労働災害

防止関係団体、県内の経営者団体、業界団体に対しまして要請を行いました。労働災害防

止に向けての要請を行ったところでございます。年末年始、労働災害の危険が深まる時期

を踏まえまして、年末に向けて労働災害防止の対策を強化してまいりたいと考えておりま

す。 

 一方、労働者の健康確保対策につきましては、ますます重要性が高まっておりまして、

メンタルヘルス対策、過重労働防止、定期健康診断受診率向上と事後処置の徹底などに今

後も対策を進めてまいりたいと思っております。 

 最低賃金につきましては、徳島地方最低賃金審議会においてご審議をいただき、その答

申に基づきまして地域別最低賃金及び産業別最賃の改正決定をいたしました。今後は改正

いたしました最低賃金の周知を図るとともに、その履行確保のための的確な監督指導を実

施してまいります。また、併せまして最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業の円滑か

つ効率的な実施を図ってまいりたいと思っております。 

 労災補償業務につきましては、請求事案の的確な把握と効率的かつ計画的な審査の実施

によりまして、認定基準等に基づいた適正な認定及び迅速の事務処理を進めてまいりたい

と考えております。 

 雇用均等行政におきましては、本年度の最重点施策と位置づけ、政府の骨太の方針や日

本再興戦略にも盛り込まれております女性の活躍促進につきまして、女性の活躍促進・企

業活性化推進営業大作戦の一環として私自身が県内企業トップと面談をしてポジティブ・

アクションの推進と情報開示の取り組みについて要請を行っているところでございます。 
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 また、県内企業の女性管理者からのメッセージを労働局のホームページ上で公開し、女

性の戦力化に向けた企業の波及効果を狙った事業も行ってるところでございます。今後も

ポジティブ・アクションの取り組み推進のみならず、両立支援対策にもあわせて取り組ん

でいただけるよう雇用環境の整備について支援を行ってまいりたいと思っております。 

 この後、上半期の行政運営状況を中心に各担当部長からご説明を申し上げ、取り組みの

検証、改善を図りつつ、下半期に向け施策の推進に努めていきたいと考えております。各

委員の深い知識とご経験に基づいた有意義なご意見をいただき、今後の労働行政を円滑に

推進してまいりたいと思っておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げまし

て、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。 

○事務局 引き続きまして、新しく委員に就任または再任されました徳島地方労働審議会

各委員のご紹介をさせていただきます。 

 前回の審議会以降、新しく委員に就任されました方は５名いらっしゃいます。お手元の

「徳島地方労働審議会設置・運営関係資料」の資料№１の名簿に従いまして公益代表委

員、労働者代表委員、使用者代表委員の順にご紹介させていただきます。なお、座席表も

参考にしていただきたいと思います。 

 それでは、公益代表委員の方々からご紹介させていただきます。 

 新しく就任されました井内委員でございます。 

○井内委員 井内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 佐野委員でございます。 

○佐野委員 佐野でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 山本委員でございます。 

○山本 山本です。よろしくお願いします。 

○事務局 続きまして、労働者代表委員のご紹介をさせていただきます。 

 河村委員でございます。 

○河村委員 河村です。よろしくお願いします。 

○事務局 下委員でございます。 

○下委員 下です。よろしくお願いします。 

○事務局 竹谷委員でございます。 

○竹谷 竹谷です。よろしくお願いします。 

○事務局 藤岡委員でございます。 
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○藤岡委員 藤岡です。よろしくお願いします。 

○事務局 藤田委員でございます。 

○藤田委員 藤田です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 続きまして、使用者代表委員のご紹介をさせていただきます。 

 新しく就任されました小林委員でございます。 

○小林委員 小林です。よろしくお願いします。 

○事務局 濵田委員でございます。 

○濵田委員 濵田でございます。よろしくお願いします。 

○事務局 林委員でございます。 

○林委員 林です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 平石委員でございます。 

○平石委員 平石です。よろしくお願いします。 

○事務局 新しく就任されました本久委員でございます。 

○本久委員 本久でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 新しく就任されました守家委員でございます。 

○守家委員 守家でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 ここで新しい委員の皆様からご挨拶いただくのが本来でございますが、審議時

間の関係で、お手元の名簿をごらんいただくことでご了承をお願いいたします。 

 引き続きまして、事務局を紹介させていただきます。 

 局長につきましては、先ほどご挨拶申し上げましたので、紹介を省略させていただきま

す。 

 総務部長の三浦でございます。 

○三浦総務部長 総務部長の三浦でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 労働基準部長の金内でございます。 

○金内労働基準部長 労働基準部長の金内でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 職業安定部長の穴吹でございます。 

○穴吹職業安定部長 職業安定部長の穴吹でございます。今日はよろしくお願いいたしま

す。 
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○事務局 雇用均等室長の木村でございます。 

○木村雇用均等室長 雇用均等室長の木村でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 次に、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 最初に、座席表、出席者名簿、出席委員名簿、「徳島地方労働審議会委員公表予定名簿

（案）」とメモ用紙でございます。 

 次に、労働基準部から資料の差し替えが一部と職業安定部から追加資料が一部ございま

す。また、本日お持ちいただいておりますブルーのファイル、以上が本日の資料でござい

ます。 

 委員名の公表についてですが、ブルーのファイルに最初にとじ込んでございます設置・

運営関係資料の№７「懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名について」をご覧

ください。ブルーのファイルの赤い総務部のインデックスの一つ前にあります。 

 ここにありますように、審議会等につきましては公開を原則としておりまして、この次

のページを見ていただきますと、審議会等の委員の氏名等及び議事録を速やかに公開する

ことが決められております。そこで、審議会の各委員のご氏名等につきましては「徳島地

方労働審議会委員の公表名簿」により公表し、また審議会の議事録につきましては速やか

に公開することを原則としておりますので、ご了承いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 では、続きまして会長の選出を行いたいと思います。 

 会長の選出につきましては、「地方労働審議会令第５条第１項に公益を代表する委員の

うちから委員が選挙する。」ということになっておりますが、ここでは会長候補を推薦し

ていただき、委員の皆様方にお諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局 ありがとうございます。それでは、どなたかご推薦がございましたらお願いし

たいと思います。 

○濵田委員 山本委員さんにお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。ただいま「山本委員を会長に推薦する」とご発言がご

ざいましたが、山本委員に会長にご就任いただくということでご異議ございませんでしょ

うか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局 ご賛同ありがとうございます。それでは、山本委員に本審議会の会長をお願い

いたします。 

 会長に選出されました山本委員に会長就任のご挨拶と審議会令第５条第３項に定められ

ております会長代理の指名及びこれからの議事の進行をお願いしたいと思います。 

 山本会長よろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま会長に推薦されまして、承認いただきました山本です。これから徳島の

労働審議会の会長をさせていただきます。 

 先ほど、局長のご挨拶の中にもありましたように、徳島県内では有効求人倍率が１倍を

超えておりまして、全国平均よりも高いわけです。さらには１０月あたりでしたか、企業

の中間決算の発表なんかもありましたが、全般的に日本経済かなり上向いてるような状況

がうかがわれます。さらに、円高が是正されて、   産業など   にかなり    

を出してるようです。 

 大企業におきましては、そのようなことがあるのかもしれませんが、まだまだ地方では

それほど実感が湧きにくいような状況であるというところだと思います。さらには、来年

４月には消費税のベースアップ予定されておりますので、今後、経済状況がどのような状

況に進んでいくのか、なかなか見えないような現状だと思っております。 

 このような状況の中で、労働行政というのはなお一層その重要性を増すのではないかと

いうふうに考えておりますので、徳島の労働行政に寄与できるような有意義な議論を進め

ていきたいと思いますので、議事進行のほうをよろしくご協力お願い申し上げます。 

    簡単ですが、挨拶とさせていただきます。 

 さて、それでは議事に入りたいと思います。 

 お手元に配付されております議事次第に従いまして議事を進行させていただきたいと思

います。 

 最初の議題といたしまして、会長代理を指名するわけですけれども、地方労働審議会令

第５条第３項では「会長に事故あるときは公益を代表する委員のうちから会長があらかじ

め指名する委員がその職務を代理する」というふうに規定されております。 

 そこで、会長代理には、公益委員の松村委員を指名したいと思いますけれどもいかがで

しょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長 それでは、会長代理には松村委員に務めていただくということになりました。あ

りがとうございました。 

 次に、地方労働審議会令の第６条に基づき労働災害防止部会についての指名を行いたい

と思います。 

 部会の委員は、審議会令第６条第２項により会長が指名するというふうになっています

が、委員数につきましては「労働災害防止部会」は公、労、使各代表２名、６名を選出さ

せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、異議ございませんでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 それでは、６名指名させていただきたいと思います。 

 既に各部会の委員には事務局のほうから内諾をいただいてるようですが、まずお手元の

「徳島地方労働審議会設置・運営関係資料」№２の「労働審議会の労働災害部会防止部会

委員名簿（案）」を見ていただくと、公益委員として松村委員と米田委員、労働者代表と

して平井委員と藤岡委員、使用者代表として本久委員と守家委員、この６名の方にお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ただいまご指名させていただきました委員におかれましては、部会が開催された

際には所管事項につきましてご審議をよろしくお願いしたいと思います。 

 また、指名させていただきましたが、本日の出席されてない委員におかれましては事務

局より連絡をしていただけるようよろしくお願い申し上げます。 

 続いて、運営規則の第６条の第１項に基づく審議会議事録へ署名いただく委員を指名さ

せていただきたいと思います。 

 署名委員は、会長のほか２名となっておりますが、労働者側を代表しまして河村委員に

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 使用者側を代表しまして濵田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 河村委員、濵田委員には後日事務局のほうから議事録をお持ちいたしますので、内容を

確認の上、ご署名いただくようにお願い申し上げます。 

 さて、それでは次の議題に移りたいと思います。 

 労働行政の運営状況について事務局より説明を求めます。労働基準部長、職務業安定部

長、雇用均等室長、総務部長の順でお願いしたいと思います。それではよろしくお願いし

ます。 
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○金内労働基準部長 労働基準部長の金内でございます。委員の皆様方には労働局、各労

働基準監督署の業務推進にご理解、ご協力をいただいておりまして御礼を申し上げます。

ありがとうございます。 

 それでは、労働基準部関係の重点施策の実施状況の概要についてご説明させていただき

ます。 

 青のファイルの総務部の資料の次に「労働基準部」と赤のインデックスが貼ってござい

ます。インデックスの最初の資料の１をご覧いただきたいと思います。 

 「平成２４年の定期監督等の実施結果」の発表資料をご覧いただきたいと思います。 

 中段の「（１）全体の実施状況」をご覧ください。 

 平成２４年に実施いたしました監督指導の実施対象事業所数は１，３３８事業所になり

ます。そのうちの６６．４％に当たる８８８事業所におきまして、労働条件関係又は安全

衛生関係の法違反が認められました。 

 その下、「（２）違反率の高い業種」をご覧ください。 

 違反率の高い業種は飲食店などの「接客娯楽業」商品販売などの「小売業」貨物輸送な

どの「運輸交通業」社会福祉施設などの「保健衛生業」となっています。 

 その下、「（３）主要な法違反」をご覧ください。 

 違反の内容で多いのは、①の「労働時間に関する違反」、内容としては時間外労働に関

する協定届を労働基準監督署に届け出ることなく法定労働時間を超えて労働させている違

反などでございます。 

 ②「割増賃金に関する違反」、内容としては、時間外労働を行っているのに割増賃金を

支払っていない違反などとなっています。 

 ここからは口頭でお話しさせていただきますけれども、平成２５年度におきましては、

違反率が高い業種や、その外、労働基準監督署で把握している情報をもとに、法違反状態

にあることが懸念される事業所を優先的に対象にして、監督指導を実施しております。 

 重点対象の一つとして掲げております小売業につきましては、本年７月からの第２・四

半期以降に自主点検、集団指導及び監督指導を実施しております。また、先ほど局長のご

挨拶でもご紹介いたしましたが、９月の長時間労働についての重点監督月間として時間

外・休日労働時間の削減や賃金不払残業の解消などを重点として、それらの事項に問題を

有することが懸念される業種、事業場を対象に集中的に監督指導を実施しております。こ

のような取組によりまして、平成２５年９月までの上半期につきまして、６８０事業場に
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対して監督指導を実施しております。 

 また、９月１日に全国的に「無料電話相談」が行われました。四国ブロックでは、香川

労働局で集中的に電話相談を受ける体制で行われ、徳島労働局の職員を派遣しておりま

す。平成２５年度の下半期におきましても、引き続き、法定労働条件の履行確保を図るた

め、的確に監督指導を実施してまいります。 

「労働基準部」の資料の２をご覧いただきたいと思います。 

 「自動車運転手に対する労働条件確保・改善対策の推進状況」の概要について、ご説明

をいたします。 

 下段の「（１）全体の実施状況」をご覧ください。 

 平成２４年に実施しました監督指導の実施対象事業所数は６０事業場になります。その

うちの８１．７％に当たる４９事業場におきまして、労働基準関係の法違反が認められま

した。違反の内容で多いのは、労働時間に関する違反、休日労働に関する違反、割増賃金

に関する違反となっております。 

 ここからは口頭で説明させていただきますが、平成２５年度におきましては、徳島運輸

支局との連携による新規参入陸運事業者研修会への講師派遣、徳島運輸支局との合同監

督・監査のほか、トラック、タクシーなど自動車を運転する労働者につきまして、長時間

労働の問題が懸念される事業場を優先的に対象にし、監督指導を実施しております。ま

た、９月以降、運輸事業に対しまして、自動車運転者時間管理等指導員による個別訪問指

導を実施しております。平成２５年度の下半期におきましても、引き続き、自動車運転者

に対する法定労働条件の履行確保を図るため、的確に監督指導を実施してまいります。 

 次に、技能実習生に関する労働条件確保・改善対策の推進状況の概要について、ご説明

いたします。 

 口頭でご説明させていただきます。 

 平成２４年度は、法定労働条件について記載した中国語の外国人技能実習生向けのパン

フレットを増刷しまして、追加で、労働局及び各労働基準監督署に配置しております。ま

た、外国人技能修習生を受け入れている事業場に対する監督指導を実施しておりますが、

その際、最低賃金違反など何らかの労働基準関係法令の違反が認められております。 

 平成２５年度におきましては、引き続き、中国語を話す相談員による月曜日、木曜日の

電話又は来庁による相談の対応を実施しております。 

 また、平成２５年度の上半期におきまして、６月の外国人労働者問題啓発月間の基準と
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して、５月に外国人労働者の労働条件確保を啓発する中国語を含む新聞広告を掲載をし、

さらに、６月の外国人労働者問題啓発月間を重点として、監督指導を実施しております。

平成２５年度の下半期におきましても、引き続き、技能実習生に対する労働条件確保を図

るため、的確に監督指導を実施してまいります。 

 次に、仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進状況の概要について、ご説明をさせ

ていただきます。 

 口頭でご説明をいたします。 

 平成２４年度は、仕事と生活の調和に向けて、労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促

進など職場環境の改善について、社会保険労務士の資格を持ちます働き方・休み方改善コ

ンサルタントとによる個別企業への助言・指導を実施いたしました。 

 平成２５年度におきましては、４月１９日に「ゴールデンウイーク期間中の連続休暇の

予定状況の調査結果」を発表し、また、７月１９日に「夏季連続休暇の予定状況の調査結

果」を記者発表し、休暇取得の啓発を行っております。 

 また、平成２５年度の上半期におきまして、働き方・休み方改善コンサルタントによる

 個別企業への助言・指導を積極的に実施しております。 

 平成２５年度の下半期におきましても、引き続き、仕事と生活の調和に向け具体的に取

組を行う企業を支援いたしまして、職場の意識改善と休暇制度の改善の啓発指導を行って

まいります。 

 次に、医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の推進状況について、ご説明いたしま

す。 

 口頭でご説明をいたします。 

 厚生労働省の施策として、平成２３年度から、看護師などを対象とした職場環境の改善

を図るための取組を進めております。平成２４年度の取組として、徳島局では、本年３月

７日に、徳島県ＪＡ会館におきまして、病院などで、労務管理を行う立場にあります看護

師長など、７８機関、１４２名にご参加いただき、研修会を開催しました。 

 研修会では、看護師などの勤務環境の改善のために活用できる労働時間制度について、

また、医療現場における労働災害の防止対策について、紹介をしたほか、県内の３つの病

院より、それぞれの病院での仕事と生活の調和を図るための取組事例を発表し、その後に

事例発表者を交えたパネルディスカッションを行いました。 

 平成２５年度におきましては、さらに、厚生労働省の施策内容が、従来からの看護師な
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どに対する取組を継続しながら、医療従事者全般に職場環境の改善の対象範囲を広げてお

ります。この取組は、医療従事者の勤務環境の改善を図るため、先ほどご紹介いたしまし

た年１回の研修会の実施が、本体の取組となりますが、本年上半期におきましては、個別

に医療機関から説明会の開催の要望がありましたので、個別医療機関での説明会に徳島労

働局から参加しております。 

 平成２５年度の下半期におきましても、引き続き、医療従事者の勤務環境の改善を進め

るために、個別医療機関での説明会の参加と研修会を実施してまいります。 

 次に、労働基準部の資料の４、こちらは、本日、机上に配付させていただいた資料でご

ざいます。 

 「労働災害の減少を図るための対策の推進状況」について、ご説明いたします。 

 １ページ目、「徳島県における労働災害の推移の表の下段、「平成２５年」をご覧いた

だきたいと思います。 

 県内の労働災害の発生状況につきましては、本年１０月末までの死亡者数は５名です。

これは前年同期１０名に比べて５名の減少となっております。休業４日以上の死傷災害

は、６１０件となっており、これは昨年同期の６０５件に比べ５件の増加となっておりま

す。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。 

 ２ページ目に「徳島県の年別・業種別労働災害統計」の表の右段、「平成２５年速報値

の比較」の中で「平成２５年１０月」という欄がございますので、そちらをご覧いただき

たいと思います。 

 労働災害の発生の多い業種順に、おおくくりの業種で挙げますと、下から３段目に数字

がございますが、「第三次産業」が２２８件、次に上から１１段目、中段をご覧いただき

ますと「製造業」が１６４件、その下に下がって４段目、同じく中段にありますが、「建

設業」が１２１件となっております。 

 これから口頭でご説明させていただきます。平成２５年度の９月までの上半期における

労働災害の発生に対して、６月１日から、全国安全週間の７月７日までの期間を重点とし

て、当局による監督指導の実施とともに、労働災害防止団体との連携によりまして、７月

１日には県内全域で一斉に、安全パトロールによる指導を実施いたしました。また、７月

５日には、約３５０名の方が出席をいたしました徳島産業安全衛生大会を開催しておりま

す。 
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 また、先ほど局長のご挨拶でご紹介いたしましたが、９月１８日に経営者団体、業界団

体に対して要請を行っております。下半期におきましては、「安全管理体制の強化」「安

全衛生教育の強化」、「作業現場・作業方法の安全化」などに取り組んでまいります。ま

た、年末年始にかけて労働災害の増加が懸念されますので、労働災害防止団体と連携し

た、年末年始労働災害防止対策を実施してまいります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長 ありがとうございます。 

 続きまして、職業安定部長お願いします。 

○穴吹職業安定部長 それでは、職業安定部の説明に移らせていただきます。 

 審議会の委員の皆様におかれましては、日ごろより職業安定行政の運営にご理解、ご協

力をいただき御礼申し上げます。 

 まずは、最近の雇用失業情勢です。 

 資料１をごらんいただけますでしょうか。 

 平成２５年９月の全国の雇用情勢の概況です。 

 まず初めに、経済動向というのがありますが、２ページ目を開いてください。 

 完全失業率は４．１％と先月より０．３ポイント悪化。有効求人倍率、これは０．９５

倍で、先月より０．０１ポイント改善。そして、新規求人数が２カ月連続で減少となって

いることから、一部に厳しさが見られるものの改善が進んでいると、このように判断して

いるところです。 

 一方、徳島県での９月の雇用情勢、こちらは３ページのほうにございますが、有効求人

倍率、これが１．０２倍と３カ月連続で１倍台となっております。地域間にばらつきがあ

るものの改善していると、このように判断しているところです。 

 次に、資料の２番目に移ります。 

 これは毎月出しております統計速報でございますが、こちらの右上にページを振ってあ

ります。こちらの№４というのをご覧いただきたいのですが、ここのページには新規求人

の詳細、こちらを載せております。 

 ２５年９月の状況は、ほぼ全ての産業におきまして件数が前年同月比でプラスとなって

いるところです。製造業については、全体では７月から前年同月比でプラスに転じている

ところでございますが、製造業の細かい分類について見てみますと、一部に前年同月を下

回っているものがあると、こういう状況になっております。 
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 このような状況の中、今後も求人求職者のニーズや状況に応じた的確な職業紹介及び求

職者支援訓練等への誘導によるきめ細かな就職支援を図ってまいります。 

 続きまして、職業安定部重点施策の業務推進状況を説明いたします。 

 ここからは、総務部資料の行政運営方針、２番目についております行政運営方針、そち

らの５ページ、第３、労働行政の重点施策と、こちらの施策順に沿いまして我がほうで準

備いたしました資料を引用しながらご説明させていただきます。 

 まず、冒頭に（１）として若者、障害者、高齢者、女性の就職実現と、こういうのがご

ざいまして、さらにその下にア、若者の雇用対策の推進、これが２５年度の最重点施策の

一つというふうになっております。こちらにつきましては、資料№５、安定部の資料№５

のほうをごらんいただきたいんですけれども、２５年度における主な若年者雇用対策とい

うことで、２５年度に取り組んでいる主な対策について記載しております。 

 この中の取組みの一つとして情報発信に努めることにしております。この１、新卒者、

未就職卒業者に対する就職支援、大学等新卒者に対する支援の一番下のところですが、こ

の１０月からフェイスブック、すなわちハローワークによる情報提供というのを開始して

おります。 

 そのほか、新卒者に対しては６月５日に新規学卒担当者会議を開催いたしまして、各社

担当者に対し学校との緊密な連携、学卒ジョブサポーターの活用、求人開拓など早期の取

り組みを行っているところです。 

 求人の総量確保のため、局長を筆頭に５月２４、３０日の両日に経済５団体への求人枠

拡大要請を実施いたしました。また、高卒求人につきましては求人受理開始前から事業所

訪問というのを行っております。 

 今度は、資料№４、こちらの１ページ目を開いていただきたいんですが、ここでは中学

から大学までの職業紹介状況というのを掲載しております。この中で、高等学校のところ

で求人数が１，２２８人と、このように書いておりますけれども、この数字は前年同月比

で１２．１％、１３３人増加しているところです。 

 県内外合わせた就職希望者数については、これは１，４７８人となっておりますが、こ

の高校の１，４７８人については若干説明いたしますと、就職希望者数１，６７３人、こ

れから公務員、自衛隊就職希望者数の１６４人を引いて、さらに７の縁故就職者数、この

３１名を除いた数、これを就職希望者数１，４７８人としてカウントしているところで

す。ちなみにこちらの数字といいますのは、前年同月比で５．３％、７４人増加している
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ところです。 

 フリーターについては、求職登録の徹底に努めまして、各種助成制度も活用した支援に

より９月末で１，５００人、前年同期比で５．８％増加の常用雇用化というのが図られて

いるところです。 

 次に、新卒者に対する就職支援といたしまして、大学生の就職支援の推進ということ

で、こちらも資料№４のとおり新規大卒予定者の求人数につきましては、県内求人数２，

５０１名と対前年度比で２０．８％増加しております。県外求人も増加しているため、求

人倍率は上昇していると、こういう状況です。 

 次に、資料№５に戻りまして、卒業年次の者、卒業後３年以内の既卒者とともに現役大

学生をターゲットとして学卒情報サポーターを中心に大学を定期的に訪問し、大学校内で

の職業相談を継続するなど大学との連携を強化しているところです。 

 求人開拓にも取り組んでおりまして、求人開拓実績としては求人件数３３０件、求人数

は開拓したもので１，０６６人分、これを確保しているところです。 

 徳島新卒応援ハローワークにおいて大学ごとに担当のジョブサポーターを定め、管内３

大学に週に３回出張相談を実施しております。就職面接会の前に就活力アップの就職セミ

ナーを開催し、面接対策、応募書類の書き方等についてアドバイスというものを行ってお

ります。 

 ８月８日には若年者就職マッチングフェアを開催いたしました。６６企業、１８１名が

参加しております。 

 ６月２５日、新卒者に対する就職支援を検討する徳島新卒者応援本部会合を開催いたし

まして、各委員と意見交換を行い、意見をもとに２５年度における新卒者に対する支援を

確認しており、２回目の会合は１１月１４日に予定しております。 

 次に、高卒者に対する就職支援、こちらについても求人の総量確保を念頭に置きながら

利用者が情報を収集したいと考える項目について確認を徹底し、求人内容の充実を図ると

ともに求人提出事業所に対しインターンシップ、職場見学等の受け入れ可否に関するアン

ケートを実施した結果、インターンシップ８０件、職場見学１０８件の受け入れ可能事業

所を確認いたしました。この情報については９月２０日に県教育委員会に情報提供を行っ

ているところです。 

 ハローワークによる高校と連携した就職支援につきましては、就職希望者の少ない学校

を含め全ての高校を学卒ジョブサポーターが訪問、支援ニーズの把握を実施しているとこ
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ろです。 

 そのほか若者と中小企業のマッチングの強化として若者応援企業宣言事業というのを実

施しております。これは若者応援企業宣言周知用パンフレットを作成し、あらゆる機会を

捉えて周知活動を行った結果、９月末現在で２６社の宣言企業実績となっております。引

き続き、宣言企業の増加に努めてまいります。 

 フリーター等の正規雇用化の促進ということで、２５年３月７日から非正規雇用労働者

の職業能力開発と正規雇用労働者として就職等の雇用の安定化を図ることを目的とし、若

年者人材育成定着支援奨励金、若者チャレンジ奨励金、この制度が創設されたところで

す。これは３カ月以上２年以下の期間、ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴを組み合わせた訓練を実施

して、訓練修了後訓練実施事業所での正社員雇用を目指すものです。 

 県内では約２５０件計画届を受理して当初予算に達しているところですが、訓練の中止

や計画人数の減少等によって生じる予算により、正式に計画届を受け付けする連絡待ち事

業主として８月２０日から現在も受け付けを行っているところです。 

 正社員求人への応募が不調になるものと、特に支援が必要と認められるものの対象とし

て若者チャレンジ奨励金に係る個別求人開拓を行うこととなります。 

 なお、この若者チャレンジ奨励金制度は２６年度以降新たな予算措置の予定はないと、

このようになっております。 

 次に、総務部資料のほうに戻りまして、今度は６ページ目の障害者の就労支援の推進、

こちらも２５年度の最重点施策の一つと、このようになっております。 

 こちらにつきましては、安定部資料の№８、こちらの報道発表資料をごらんください。 

 これは５月１５日に報道発表されたものですが、２４年度における障害者の職業紹介状

況等が記載されております。県内のハローワークの窓口を障害者が利用され、職業紹介等

の取り扱った件数、これが新規求職申込件数７５８件、前年度６５５件に対して１５．

７％の増加と。この数字は、精神障害者２１６件で、前年度１５２件に対し４２．１％増

加というところです。就職件数は４２４件で、前年度の３７４件に対し１３．４％増、知

的障害者の就職件数が大幅に増加しているところです。 

 また、解雇につきましては事業廃止、縮小といったやむを得ない状況のものを除き、発

生しておりません。 

 他方、２５年６月１日現在における障害者の雇用状況につきましては、今年の４月から

雇用率が１．８％から２．１％に引き上げられた初年度の結果となることから、当局も雇
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用率の動きには期待を寄せているところです。 

 厚生労働省本省のほうからは、１１月１９日を公表日として予定しているところです

が、速報値の状況といたしまして雇用紹介者１，２４５人、実雇用率は１．７８％となる

見込みです。前年の実雇用率は１．６８％ですので、０．１ポイントの増加と、このよう

な見込みとなっております。 

 次に、高年齢者の雇用対策の推進というところで、机上配付資料№１をごらんいただき

たいです。 

 こちらには２５年６月１日現在の徳島県内の３１人以上規模の企業における高年齢者の

雇用状況について記載しております。２５年６月１日現在の高年齢者雇用確保措置実施済

み企業の割合は９２．８％と、このようになっております。この割合は、前年度を３．７

ポイント下回っておりますが、労使協定により定める基準によって継続雇用制度の対象者

を限定できる仕組みがこの４月に廃止され、定年した全ての希望者が継続雇用をできる仕

組みとなったため、単純比較はできません。また、希望者全員が６５歳以上まで働ける企

業の割合は６９．０％となっており、７０歳以上まで働ける企業の割合についても２１．

４％と、このようになっております。 

 明朝体の８ページが終わった後に「２５年６月１日現在、高年齢者の雇用状況」とタイ

トルが付してあるものがございます。そちらのゴシック体の４ページ目をごらんいただき

たいのですが、ここに全国計と徳島の企業割合、それの比較ができるものが載っておりま

す。全国計が雇用確保措置導入企業割合、全国計が９２．３％に対して９２．８％、希望

者全員が６５歳以上まで働ける企業の割合は全国計が６６．５％、徳島は６９．０％、７

０歳以上まで働ける企業の割合が全国計が１８．２％、これに対して徳島が２１．４％と

いずれの値も全国平均を上回っているところです。６５歳までに限らず意欲と能力があれ

ば年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会の実現に向けまして、７０歳まで働

ける企業の普及啓発に取り組み、今後とも高年齢者が働ける職場の拡大を図ってまいりま

す。 

 総務部資料に戻りまして、今度は総務部資料２番目の８ページ目です。重層的なセーフ

ティーネットの構築ですが、こちらも２５年度最重点施策の一つとなっております。 

 タイトルとしては生活保護受給者等を含めた生活に困窮する者への就労支援の抜本的強

化と、このようになっておりますが、生活保護受給者等就労自立促進事業については、昨

年度まで実施しておりました福祉課の就労実施事業、就労支援事業を発展させ、今年度か
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ら新たに創設された事業です。この事業は、地方自治体から対象者の送り出しを待つだけ

ではなく、ハローワークが地方自治体へ出向き、定期的に巡回相談を実施し、あるいは市

役所内に常設窓口を設置して就労支援を行うものです。 

 今年度から体制を整えまして、県内全ての福祉事務所、２４市町村で巡回相談ができる

体制をつくり、今年度９月２日からは徳島市の市役所内に常設窓口、ワークケア相談室と

命名しておりますが、そちらを開設してワンストップで早期の就労支援を行うこととして

おります。支援対象者は、昨年までと異なり相談、申請段階の者に対しても積極的に就労

支援を実施していくところです。 

 これの実績については安定部資料の№９、こちらをごらんいただきたいんですが、こち

らに上半期分の実施状況というのを載せております。支援対象者数は列の③、一番下に合

計というのがございますが５７５人で、昨年同期に比べて８６人、１７．６％増加してお

ります。就職件数につきましても列の７番、⑦、合計が３９０人となっておりまして、昨

年同期に比べて５６人増、１６．８％増加しているという実施状況でございます。 

 次に、総務部資料２番目のほうに戻りまして８ページ、（イ）のところで地域のニーズ

に即した公共職業訓練、求職者支援訓練の展開と訓練修了者への就職支援というところで

すが、地域の訓練ニーズは四半期ごとに各ハローワークから報告を求め、取りまとめてニ

ーズ調査、ニーズの報告の訓練を実施する徳島職業訓練支援センターに対して行っており

ます。それによって地域で必要な訓練機会が確保できるように努めております。 

 地域訓練協議会は６月３日に開催いたしまして、今年度の地域訓練実施計画を策定した

ところです。２３年１０月から開始しました求職者支援制度につきまして２年間が経過し

たことから、職業訓練の実施状況につきまして１０月２５日に記者発表を行いました。安

定部資料の№６でございます。 

 求職者支援訓練は、訓練修了３カ月後までの就職を目的として訓練を実施しておりま

す。２３年度及び２４年度の開始訓練の訓練修了３カ月後の就職率、それぞれ８１．

２％、８２．５％と全国平均の７４．７、７８．８％を上回っておりまして、本件におい

ては適正な訓練コースが設定され、求職者支援制度が順調に推進されていると、このよう

に考えております。 

 次に、雇用調整助成金を活用した企業の雇用維持努力への支援の実施ということで、雇

用調整助成金の支給状況というのを№１０に載せております。 

 雇用調整助成金につきましては、昨年度に引き続き今年度も減少傾向にあるところで
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す。４月から９月までの計画届の提出状況、これは３９７件で、前年度は７５７件、４

７．６％減と大幅に減少しているところです。 

 なお、２５年６月１４日に閣議決定された日本再興戦略において行き過ぎた雇用維持型

から労働移動支援型への政策転換という方針が打ち出されており、本助成金については１

２月に改正が予定されております。 

 改正内容は、リーマン・ショック前の対象期間の末日から１年間は利用できないという

クーリング期間を復活させるというもので、こういう制度改正によりさらに申請件数が減

少していくことが見込まれるところです。雇用調整助成金の支給処理につきまして、迅速

な処理に取り組むとともに実地調査等により適正な支給を今後とも進めてまいります。 

 総務部資料の２番目の９ページ目、地方自治体との連携による雇用対策の推進というと

ころで（エ）というのがございます。地域の創意工夫を生かした雇用創造の推進というと

ころで、こちらに関連しましてご説明いたします。 

 実践型地域雇用創造事業につきましては、９月に新聞記事となったためご承知の委員の

方もいらっしゃることと思います。本来であれば記事が出た段階で直ちに各委員に対し事

実関係、顛末といったものをご報告するべきところでありました。申し訳ございません。 

 ご説明いたします。 

 机上配付資料の№２のところでございます。 

 この２ページ目のところに９月１２日に徳島新聞に掲載された美馬市の中山間地支援事

業について取り上げられた記事を添付しております。事実関係、今後の方針についてご説

明いたします。 

 資料の資料№２の１ページ目に戻っていただきたいのですが、これが美馬市における実

践型地域雇用創造事業、雇用創出実践メニューの概要ということでイメージ図を資料とし

ておつけてしております。 

 問題となりましたのは、ここの図でいいますところの点線で矢印が囲っております③と

⑤でございます。この③と⑤の事業につきまして、この事業を協議会が実施したいと。提

携先への、スーパー、小売店、レストラン等への出荷ですとか県内外で生産者が行う販売

会、こういったものを実施したいと、こういった申し入れが６月１７日にございました。

ただ、事業の詳細になかなか明らかでないところが多く、現行の契約では実施することが

できないと、このように８月８日に判断したところです。６月１７日に申し入れはなされ

て８月８日までなかなか判断ができなかったと。この点につきましては検討に約２カ月間
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を要してしまい、関係者にご迷惑をおかけしてしまったところです。 

 この我々の判断を受けまして、美馬市が自発的に８月ごろにこの事業を中止したと、こ

のように聞いているところですが、労働局から中止命令をかけた事実というのはございま

せん。 

 ９月２５日の厚生労働省地域雇用対策室が現地のほうに出向いてヒアリングを行った結

果、ようやく事業の全体像が初めて明らかになりまして、ここで③と⑤の事業についてデ

ータ収集を目的とする条件を付することにより事業目的に資することとなったため、委託

契約の変更を行う方向で調整したところです。 

 なお、データ収集を目的としない場合には委託事業で借用している車を活用して生産物

を運搬することになり、これは事業に不可欠なものとは認められず、委託事業に参加した

生産者の利益のために行うこととなってしまうので、この場合には９月１２日の記事のと

おりやはり不可とするべきことになります。 

 この記事をごらんになった読者の方から厳しい批判もいただいているところですが、よ

り迅速な対応を心がけ、事業の趣旨に沿っているものについてご要望を踏まえて適切に対

処していくこととしていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それでは、受給調整事業関係のほうで資料№７というのを添付しております。受給調整

事業関係における県内の労働者派遣事業所の状況については、ここにある資料のとおりで

す。２５年９月末現在で登録労働者を派遣する許可制の一般派遣事業所数は５７、雇用労

働者を派遣する届け出制の特定労働者派遣事業所数は１５４となっており、ここ数年一般

派遣事業所数は減少傾向にある一方、特定労働者派遣事業所数は増加傾向にあるところで

す。 

 また、労働者派遣事業の新規ほか届け出においては、一般派遣事業の許可申請は年に１

件程度で推移しているところですが、特定労働者派遣事業の届け出は１０件から１７件程

度の届け出で推移し、毎年廃止届を上回っている状況にあります。 

 職業紹介事業所数については、全体的に大きな変化は見られないところですが、３、職

業紹介事業所数の推移というところです。全体的に大きな変化は見られないところです

が、その中で有料職業紹介事業所数は２５年度９月末現在５８と減少傾向にあります。 

 相談状況においては、相談の多くは労働者派遣事業に関する法令制度の内容に関する問

い合わせというものが一番多くを占めている状況にあります。また、現在のところ管内で

派遣事業に係る行政処分等に至った事案は生じておりません。 
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 最後に、数値目標の設定ということで資料№３をごらんいただきたいのですが、ここで

１点数値の修正がございます。２番目にあります雇用保険受給者の早期再就職割合、この

目標は２６．０％、これはそのままなのですが、実績については２７．１％。就職件数

１，７９０件とありますのが１，８４４件。④の受給資格決定件数、これは６，８０２件

とありますのが６，８１２件です。これは本省でのデータ補正により数値が改善したもの

です。資料の差しかえが間に合わずにお手数をかけて申しわけございません。 

 我々の職業安定行政では、この就職率、雇用保険受給者の早期再就職割合、それと常用

の充足率、この３つを主要の指数といたしまして数値目標をそれぞれ定め、実績の向上に

努めているところです。 

 就職率につきましては、実績が目標を上回っておりまして、雇用保険受給者の早期再就

職割合についても実績が上回っているところです。唯一常用の充足率につきまして、これ

が実績が目標を上回っていないと、こういう状況なのでございますが、求人充足率の向上

を図るため、充足サービスの充実、求人内容の充実ですとか求人票の完全記入、事業所画

像情報の収集及び効果的な求職者への情報提供などを効果的に行い、未充足求人に対する

フォローアップですとか介護人材の確保に取り組んでいこうと考えております。今後も求

人者、求職者のニーズを的確に把握し、求人求職サービスの充実を図っていこうと、この

ように考えております。 

 以上です。 

○議長 それでは、どうぞ。 

○木村雇用均等室長 日ごろは雇用均等行政にご理解とご協力をいただきましてまことに

ありがとうございます。私のほうからは、大きくは２点についてご紹介させていただきま

す。 

 １つは、上半期の私どもが実施しておりました事業、それからもう一点は法施行状況と

いうことで、ちょっと絞りまして均等法と次世代育成支援、これの実施状況を少しご紹介

させていただきます。 

 まず、お手元の資料の総務部資料の１のカラー刷りの労働行政のあらまし、２５年度版

の１８ページをごらんいただけますでしょうか。 

 こちらのほうの中ほどの資料、   でございますけれども、昨年もそうでございまし

たが、妊娠、出産にかかわります不利益取り扱い、例えば退職勧奨が行われる、解雇にな

る、雇いどめ、契約更新がされずに雇いどめといったような案件がございます。それか
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ら、育児休業の権利取得、育児休業を取得しようとするとうちは制度がないですとか、育

児休業の復帰に当たって復職させる場所がないので、例えばパートになったらどうか、ア

ルバイトになったらどうかといったような、そういった案件のこれはご相談の件数でござ

います。 

 単純に右肩上がりというわけではないんですけれども、なかなか減少しないという状況

がありまして、２４年度につきましても、これは妊娠、出産にかかわりますご相談が非常

に多かったということで、特にトラブルになっております６件の案件につきましては、全

て妊娠、出産にかかわります紛争解決援助事案だったということもございます。 

 この辺を私ども重篤に考えまして、今年度上期６月の男女雇用機会均等月間に、県内４

カ所で、これは特に中小企業の方を対象に就業継続バックアップセミナーという名称でセ

ミナーを実施いたしました。これの内容は、やはり妊娠、出産にかかわります制度につい

て十分ご理解いただきたいということと、育児休業にかかわりますこの辺の制度、それか

ら運用についても十分ご配慮いただきたいということでセミナーを実施いたしました。 

 結果、９２社のご参加でございまして、参加企業数は余り多くはなかったんですけれど

も、これの周知用の資料でセミナーの案内の裏面のほうに妊娠、出産、それから育児休業

にかかわります制度を非常にわかりやすく解説した資料をおつけしまして、これを県内

７，５００の企業もしくは事業所にご配付させていただいたということで、一定の周知効

果は見込めたのではないかなというにも考えております。これが１つ目の事業。 

 それから、２つ目でございますけれども、こちらのほうは冒頭局長のほうからもご紹介

がございました。現在、骨太の方針ですとか日本再興戦略、こちらのほうで女性の役員へ

の登用率、それから管理職比率の上昇といったようなことを目標に掲げております。た

だ、数値目標は具体的には２６年度までに３割といったような形のものを提示しておりま

すけれども、まだまだ目標には到達してないという状況もございます。 

 徳島では昨年の下半期から女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦ということで県

内のトップ企業をご訪問させていただきまして、局長みずから要請書をお渡しするという

ことで、この女性の活躍推進についてのお取り組み、それから情報開示についてご協力を

お願いできないかということでお願いに上がっております。今年度上半期、１０社に対し

まして要請書をお渡しして、実績でございますけれども、３件の情報開示が行われたとこ

ろでございます。 

 引き続き、この情報開示として女性の活躍推進をしているということを外向けに言って
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いただくこと、非常に私どもとしては効果的だというふうに考えておりますので、それを

引き続き働きかけを行っていきたいというふうに考えております。 

 それから、３つ目の事業でございますけれども、これもちょっと冒頭ご紹介させていた

だきましたが、女性の管理職によるメッセージ集、これを現在労働局のホームページのほ

うでご紹介させていただいております。これは記者発表の資料をお手元の資料、雇用均等

行政の資料ナンバーの２というところで入れさせていただきまして、既に５社からご協力

をいただきまして女性の管理職、メッセージと、それから企業がどのように女性を戦力化

していくか、もしくは企業の方針のわかるようなものをこういう形で表示をさせていただ

きまして、ホームページでご紹介をさせていただいているところです。県内多くの企業に

こちらの取り組みについてご認識を持っていただく、お取り組みを推進していただくとい

うことと、働く女性にとっても身近な女性が管理職として活躍しているという状況を把握

していただきたい。それから、就職活動中の学生にも是非ごらんいただきたいということ

でこういうコーナーを設置いたしまして広報しております。 

 それから、法施行状況のほうを少しご紹介をさせていただきます。 

 資料ナンバーの１をごらんいただければと思います。 

 非常に数字の羅列で、雇用均等行政の資料№１でございます。 

 数字の羅列でおわかりにくいかなと思いますけれど、まず均等に関しましては昨年妊

娠、出産にかかわります相談が多かったと申し上げましたが、今年の上半期につきまして

はセクシュアルハラスメントに関しますご相談が非常に増えてまいりました。紛争解決援

助事案もそこには２件というふうに書かせていただいておりますが、１０月末現在で３件

のお申し立てがございまして、これ全てセクシュアルハラスメントに関しますご相談、申

し立てでございました。いずれにしてもセクハラについてのまだまだご認識が、特に中小

の事業主、雇用管理者等々含めまして十分ではないというふうに考えております。訪問指

導を重ねることで制度整備だけではなく防止対策を万全にしていただきたいということ

で、下半期にかけましても積極的に事業主さんにお願いをしていこうというふうに考えて

おります。 

 均等法に関しましては、お手元の資料３のところでちょっと情報提供をさせていただき

ます。 

 こちらのほうは、均等法の改正に関します情報提供でございます。均等法改正が１８年

に行われまして、１９年４月から改正法施行されておりますが、もう５年も経過いたしま
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した。内容について昨年から本省の労働審議会雇用均等分科会のほうでずっと検討を重ね

てまいりましたが、計１０回ほど開催いたしまして、結論から申しますと均等法の改正は

今回は行わないということになっております。ただ、指針の改正で例えば６条の配置のと

ころですとか、７条の間接差別、それからセクシュアルハラスメントの概念についても少

し広げていこうということで改正が行われる、指針の改正ということで改定が行われる予

定をしておりますので、また情報がございましたら、委員の先生方には逐次ご連絡をさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

 最後に、次世代育成支援対策推進法の状況でございます。資料№１の、一番最後に一般

事業主行動計画策定・届出等ということでグラフと表を少し入れております。一般事業主

行動計画の策定お届けの状況は４９２ということで、これ９月末現在ですけれども、１０

月末では４９５になっております。 

 中小を中心に少しずつ増えてきているという状況でございますけれども、一番下に認定

企業をご紹介させていただいております。今現在認定企業２７社ということで、認定率で

いきますと東京を抜いて現在徳島は全国１位という状況でございます。引き続き、認定企

業、くるみんマークをたくさんの企業に取得していただきたいというふうに考えておりま

すので、働きかけを行っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○三浦総務部長 皆様方には労働行政の推進に当たりまして、多大なるご理解、ご協力を

賜っておりますことに厚く御礼を申し上げます。 

 最後に、私のほうから総務部関係についてご説明をさせていただこうと思います。 

 総務部といたしましては、総務部の資料の№２のところに行政運営方針がございますけ

れども、そちらの２１ページをごらんください。 

 （５）のところで労働保険制度の適正な運営、続きまして２２ページのところ、（６）

がございまして個別労働紛争解決制度の積極的な運用、それから次のページ、２３ページ

の（７）労働法制の基礎知識の普及促進、それからちょっと飛びまして２６ページ、第４

のところで労働行政展開に当たっての基本的な対応、この４つの施策を推進しているとこ

ろでございます。 

 本日は、時間の関係等もございますので、その中で特に個別労働紛争の解決制度と労働

保険制度の適正な運営ということで、適用徴収関係について私のほうからご説明をさせて

いただこうと思います。 
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 まず、個別労働紛争の解決制度についてでございますけれども、総務部資料の№３をご

覧ください。 

 平成２４年度の個別労働紛争解決制度の利用状況をまとめたものでございます。 

 労働紛争にかかわる裁判に至る前の解決制度といたしまして、労働局のほうでは局及び

労働基準監督署に総合労働相談コーナーを設置いたしまして、さまざまな労働相談に対応

しているところでございます。このコーナーでは、法令ですとか判例等の情報提供や適切

なアドバイスあるいは他の紛争解決機関の情報提供など、ワンストップサービスを提供す

るとともに民事上の個別労働紛争について助言指導あるいはあっせんを実施することによ

ってその解決を支援しているところでございます。 

 資料の１ページをご覧ください。 

 ２４年度の状況でございますけれども、このコーナーに寄せられました総合労働相談の

件数が１万１４６件、このうち民事上の個別労働紛争の相談件数が、１，５９６件となっ

ております。この数字、いずれも平成２３年度より件数的には減少しておりますけれど

も、ここ何年かの経年的な推移を見ていきますと、次ページに図の１と２がございますの

で、そちらのほうをご覧いただきたいんですけれども、総合労働相談の件数に関しまして

は平成２２年以降３年連続で１万件を超えておりまして、また個別労働紛争の相談件数も

３年連続で１，５００件を超えるという、いずれも高どまりの状況を示しているところで

ございます。 

 平成２５年度上半期の速報値を資料の一番最後、１枚紙でつけておりますので、ちょっ

とそちらのほうをご覧ください。 

 ２５年度上半期の状況でございますけれども、総合労働相談の件数が４，９１２件、個

別労働紛争の件数が８２２件となっておりまして、この数字前年同期と比べまして若干の

減少となっております。 

 続きまして、個別労働紛争の相談内容の内訳についてでございます。 

 また、戻りまして２４年度の資料の３ページ目のところ、表１、民事上の個別労働紛争

内訳における相談の増加状況がございますので、こちらのほうをご覧ください。 

 平成２４年度でございますけれども、平成２３年以前は最も多かった解雇、雇止めに関

する相談を抜きまして、その他の労働条件に関する相談が最も多くなっておりまして、次

いで解雇、雇止めに関する相談、いじめ、嫌がらせに関する相談、労働条件の引き下げ、

異動に関する相談と続いております。ちなみにこのその他の労働条件でございますけれど
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も、労働基準法違反に至らない例えば年次有給休暇制度ですとか休業、休職に関するこ

と、賃金ですとか退職金に関すること、もろもろの相談がこちらのほうに該当いたしてお

ります。 

 また、戻りまして次に助言指導、あっせんの状況についてご説明をさせていただこうと

思います。 

 また、２４年度の資料№３の１ページ目のほうをご覧ください。 

 助言指導の申し出件数が１２３件、あっせんの申請受理件数が４６件となっておりま

す。経年的な件数の推移につきましては、４ページ目の図３をご覧いただければと思いま

す。 

 助言指導に関しましては、平成２２年度以降３年連続で１００件を超えておりまして、

またあっせんに関しては３年連続で増加となっている状況でございます。 

 ２５年度上半期の状況でございますけれども、助言指導の申し出件数は６９件、あっせ

んの申請受理件数２８件と、これは前年同期と比べてほぼ同水準となっているところでご

ざいます。 

 続きまして、労働保険の制度の適正な運営についてでございますけれども、総務部資料

の№５、労働保険適用徴収関係の資料をご覧いただければと思います。 

 まず、１枚目でございますけれども、労働保険料と一般拠出金の収納状況についてでご

ざいます。 

 裏面のほうをご覧いただけますでしょうか。平成２４年度の収納状況になっておりま

す。 

 平成２４年度でございますけれども、労働保険料の徴収決定額１２７億８，０００万円

に対しまして、保険料の収納額は１２５億４，０００万円となっておりまして、収納率９

８．０６％ございます。平成２３年度の収納率が９７．８４％でございましたので、対前

年度比でいいますと０．２２ポイントのアップとなっております。 

 また、平成２４年度の全国平均の収納率でございますけれども、こちらのほうが９７．

７３％となっておりますので、対全国比でみましても０．３３％のアップとなっていると

ころでございます。 

 本年度、下半期におきましては収納率のさらなる向上を図るために労働保険料滞納事業

場に対しまして効果的な滞納整理を実施するとともに、保険料が正しく申告されているか

どうかを算定基礎調査を実施いたしまして対応したいというふうに考えております。 
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 また、労働保険の適用事業場でありながら、加入の手続をされていない事業場、依然と

してございます。１１月は、労働保険適用促進強化月間となっておりますので、広報等を

実施していくとともに未手続の事業場を把握した場合には最終的には職権成立を視野に入

れまして、労働保険関係の成立を図ってまいりたいと思います。 

 最後に資料の２枚目、３枚目にそれぞれ特別加入制度に関する制度改正のリーフレット

がついております。時間の関係がございますので、ご説明のほうは省略させていただきま

すけれども、お時間があるときにご覧になっていただければと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これから審議に入らせていただきたいと思います。事務局の、先ほどからの

事務局の説明につきまして意見があればご発言を願いたいんですが、それよりも前にこの

資料が配付されたときにございました質問、文書による質問、それが２件出てきておりま

す。濵田委員及び林委員から質問が出されておりますので、これについて事務局から回答

をいただいた後に、自由討論に入りたいと思います。 

 まず、濵田委員のほうから出ました質問書ですが、回答、労働基準部にかかわる部分で

すかね。 

○金内労働基準部長 労働基準部長、金内からご説明をさせていただきます。 

 皆様の机上配付資料の濵田委員からの質問状をご覧いただきたいと思います。 

 濵田委員からは５点ほど質疑事項が出されております。このうち、２番目、３番目、４

番目についてご回答、ご説明をさせていただきます。 

 まず初めに、（２）の解雇要件についてでございます。これについて中央での議論の状

況の概要をご説明をさせていただきます。 

 １０月１８日に日本経済再生本部により決定されました「国家戦略特区における規制改

革事項等の検討方針」において「雇用条件の明確化」、「有期雇用の特例」が盛り込まれ

ました。内閣官房が中心となって、国家戦略特区関連法案が国会に提出されました。法案

にはさきの日本経済再生本部の決定にあったとおり、例えば新規開業直後の企業などが、

労働紛争を生じることなく企業展開が容易となるように、仮称ですが、「雇用労働相談セ

ンター」の設置、また、裁判例の分析・類型化によります「雇用ガイドライン」の策定な

どが検討方針に挙げられております。厚生労働省としてもこれらの決定に対応することを

基本としております。 
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 ご質問にあります金銭解決制度の創設については、政府として特に検討していないと承

知しております。 

 次に（３）の限定正社員の普及について、ご説明をいたします。 

 これについて、中央での議論の状況をご説明いたします。 

 ①いわゆる正社員は雇用が安定し、処遇も高いが、働き方の拘束性が高いために長時間

労働等の課題がある。②非正規雇用の労働者は、雇用が不安定で処遇が低く、能力開発の

機会が少ないなどといった課題があるとされて、正規と非正規の雇用の労働者という働き

方の二極化が課題として指摘されております。 

 この正規・非正規の二極化を解消し、雇用形態にかかわらず、安心して生活できる多様

な働き方を実現するために、６月１４日に閣議決定された日本再興戦略に「多元的で安心

できる働き方」の導入を促進することが盛り込まれました。 

 この日本再興戦略に基づき、多様な正社員の活用に当たっての雇用管理上の留意点の整

理を行うことを目的として、「多様な正社員の普及・拡大のために有識者懇談会」が開催

されております。この有識者懇談会においては「多様な正社員」の制度について４点ほ

ど、１番目が制度導入のプロセス、２番目が労働契約締結・変更時の労働条件の明示のあ

り方、３番目として労働条件について、いわゆる正社員との均衡のあり方、４番目として

相互転換制度を含むキャリアパス、キャリアパスと申しますのは、仕事の経験やスキルを

積みながら自らの能力を高めていくための順序などを意味しております、これらについて

調査・検討が行われる予定でございます。 

 スケジュールとしては、９月１０日に第１回が開催されておりまして、２６年中を目途

に取りまとめが行われる予定でございます。 

 次に（４）の、裁量労働制について、これは企画業務型の見直し、ホワイトカラー・エ

グゼンブションを含むということでご質問をいただいております。これについて、中央で

の議論の状況について、ご説明させていただきます。 

 日本再興戦略におきまして、「企画業務型裁量労働制を始め、労働時間法制について、

早急に実態把握調査・分析を実施し、来年秋から労働政策審議会の検討を開始する。ワー

ク・ライフ・バランスや労働生産性向上の観点から、総合的に議論し、１年を目途に結論

を出す」とされております。このことを受けまして、９月２７日より労働政策審議会労働

条件分科会で「企画業務型裁量労働制のあり方」などが検討が開始されており、今後１年

を目途に取りまとめが行われる予定でございます。 
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 なお、検討が開始されたばかりでございまして、現在のところさまざまな観点からの議

論がされている状況でございますので、議論の状況だけのご紹介とさせていただきます。 

 私からは以上でございます。 

○議長 続きまして、濵田委員から質問（１）、（５）の質問について職業安定部長から

回答をお願いします。 

○穴吹職業安定部長 職業安定部のほうからは、ご質問のうち（１）と（５）について説

明させていただきます。 

 まず、（１）労働者派遣、同一業務最長３年の現行ルールの撤廃と、このように記載し

てありますが、若干経緯をご説明いたします。 

 この労働者派遣法の見直しといいますのは、前回の派遣法の改正の際の国会附帯決議を

受けまして、現在見直しの作業を行っているところです。８月２０日には今後の労働者派

遣制度のあり方に関する研究会、この報告書が出され、現在労働力需給調整部会にて議論

がなされている状況です。予定では年内に労働政策審議会の結論が出される予定と、その

ようになっております。 

 同一業務最長３年の現行ルールの撤廃、これを少しご説明いたしますと、これは大きく

２点に分かれておりまして、これまでその専門性から常用代替のおそれがないとして整理

されてきた２６業務を対象としている無期雇用派遣の区分に基づく規制を廃止するという

ものと、２点目が、有期雇用派遣について３年を上限とし、派遣元、派遣先が常用雇用代

替の措置を行うこととしているものです。 

 いろいろ議論がされているところですが、無期雇用派遣は良好な雇用の質の確保を行う

ことでむしろ派遣労働者保護ですとか雇用の安定につながるという意見がございます。ま

たもう一つ、賛成意見として有期雇用派遣に見直しにより、結果として統一の派遣先企業

に長期派遣されることが可能となるため、労働者の就業機会やキャリア形成の機会を確保

することにつながるというものがございます。 

 これに対しては、反対意見といたしましてこれまでの位置づけのとおり派遣労働を臨時

的、一時的な需給調整として常用代替防止を図るべきだと、こういう意見や、無期雇用派

遣につきましても常用代替防止の対象から外すべきではないと、こういう意見も出されて

おります。 

 次に、（５）労働政策の転職支援型に（従来の雇用維持型からの転換）と、このように

ございますが、行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換、失業なき労働移
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動の実現ということで、この６月１４日に日本再興戦略、閣議決定されておりますが、そ

こに明記されております。 

 非正規労働者である若者がキャリアアップ、キャリアチェンジできるよう資格取得につ

ながる自発的な教育訓練の実行を初め、社会人の学び直しを促進していくと、こういう体

制ができ上がるという賛成意見がございます。 

 これに対しては、反対意見として大企業の追い出し部屋にも労働移動支援助成金を支給

することになるが、それでいいのかと、そういった批判もあるところです。ちなみにこの

労働移動支援助成金の２６年度予算要求規模が２．４億円から２６年度は３００億円に膨

らむことを予定しております。今、財務のほうと予算の折衝中です。この予算要求が実り

ますと、今後転職を支援する民間人材ビジネスが盛んになっていくと、そういう状況にな

ると思われます。 

 以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

 続きまして、林委員からの質問に関してお願いします。 

○穴吹職業安定部長 はい。引き続き、ご説明いたします。 

 今回、国内景気、徳島の景気は緩やかに回復していると現況判断されているが、消費税

増税を翌年に控える中、中小企業の景況感は厳しいと思われるが、現況はどうであるか

と、こういうご質問をいただいております。 

 こちらにつきましては、１０月の月例経済報告で確かに景気は緩やかに回復している。

大企業を中心に景気は改善していると、こういうわけでございますが、徳島での企業の景

況感といいますのは、日銀９月の短観では業況判断指数、ＤＩは３期連続改善と。四国財

務局の法人企業景気予測調査でも、景況判断指数、ＢＳＩは上昇超となっております。た

だ、景気回復を示すデータは示されているが、実感できていないと、そういう声があるの

も事実でございまして、安定所窓口でも事業主の方から円安に伴う輸入コスト上昇分を製

品価格に転嫁できず、同業者での競争激化で利益がとれない状況になっているという企業

もいらっしゃるところです。 

 このような状況の中、徳島県の雇用情勢は有効求人倍率が７月に１．０５倍となり、２

０年ぶりに１倍台に改善したところです。その後、３カ月連続１倍台で推移しておりま

す。 

 新規求人数は、有効求人倍率より少し早いタイミングで変動しておりまして、新規求人
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数を前年同月と比べますと建設業は９カ月連続増加、卸売、小売業は１０カ月連続増加、

宿泊、飲食サービスは４カ月連続増加、医療福祉と清掃業は３カ月連続増加しておりま

す。先ほど、私が製造業につきまして若干説明の際触れておりますが、この製造業全体と

しては増加しているんですが、さらに細かい分類で見ていきますと、前年同月比で減少し

ているというのも一部にございます。直近の９月の新規求人数につきましては、生活関連

サービス業、娯楽業以外の全ての主要産業区分で増加していると、こういう状況です。 

 以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

 それでは、これから自由に討論をしていきたいと思いますが、ご意見のある方挙手でご

発言願いたいと思います。 

○河村委員 労働基準部のところの資料１のところで、平成２４年度実施した定期監督の

実施結果という結果があります。実施事業場が１，３３８事業場に対して法違反が認めら

れたのが８８８事業場、６６．４％となっておりますが、その違反というか、その法違反

が認められる事業者の、毎年同じ事業者が出てくるとか、そういう傾向はあるんですか。 

○金内労働基準部長 まず、簡単に結論だけ申し上げますと、各労働基準監督署で法違反

を疑われる事業所を集中的に対処しておりますので、労働者の方、または、いろいろな情

報で監督署で指導し、いったんは監督署に是正の報告をしたけれども、その後、法違反状

態がまた懸念されるという事業場につきましては、当然、すぐにまた、監督指導を実施し

ております。そういう事業場の場合については、簡単に申し上げますと悪質な事業者とい

う場合が多くございますので、その場合につきましては送検処分ということで対応させて

いただいております。送検は、毎年、相当数させていただいておりますので、悪質な事業

者も送検処分ということで措置をさせていただいております。 

○河村委員 できれば、ブラック企業については、積極的に対応していただきたいと思い

ますし、そうしないと、新卒者また、いろんな働く者にとって非常に影響は大きいと思っ

ています。そのことに対して、行政として対応する必要があると思いますので、厳正な対

処をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長 ありがとうございました。 

 ほかに委員でご意見、ご質問等ございましたらどうぞ。 

○藤岡委員 雇用均等室の資料№４に徳島の西精工さんの資料が掲載をされています。厚

労省の奨励賞に決定をされたということなんですけれども、先日の徳島新聞では、法政大
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学の坂本教授が提唱したと言われる「日本で一番大切にしたい会社大賞」の中小企業部門

賞も受賞されたと掲載されていました。そういった企業というのはこの西精工さんだけで

はなくて県内ほかにもあるんではないかと思っています。できればそういうところの奨励

をしていただきたいし、あるいはそういった企業が全国的に表彰されていると、そういう

事例があればもっと広げてもいいんではないかというふうに思っておりますので、意見と

して述べさせていただきました。 

○木村雇用均等室長 どうもありがとうございます。ファミリーフレンドリー企業は久し

ぶりに徳島県内で受賞企業が出まして、特に西精工さんのお取り組みの中で子育て支援に

とても力を入れていただいていたということで、次世代の認定マークももう２回取得をし

ていただいています。２回ということは、男性の育児休業取得者もお二人いらっしゃった

ということで、ここはそういう意味では雇用環境の整備、積極的にお取り組みいただいて

いるということで今度は表彰させていただきました。県内企業の広がりにつきましては、

やはり次世代認定のところでご紹介しましたようにこういった企業が増えていくことで私

どももどんどん裾野が広がっていくんではないかなというふうに期待しておりますが、ま

だなかなか情報収集に至っておりませんので、各企業さん、事業主団体にご協力を得なが

ら、広報活動もしながら情報収集に努めていく所存でございます。どうも貴重なご意見あ

りがとうございました。 

○議長 ほかに何かご意見等ございますでしょうか。 

 かなり時間が迫っておりまして、十分な時間、議論の時間をとれなくて非常に申しわけ

なく思っておりますが、何か最後にございましたら。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでしたら、これで本日の議論を終了させていただきたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 それでは、事務局のほうから連絡事項お願いします。 

○事務局 審議会の次回の開催についてですが、第２回は平成２６年度行政運営方針の審

議を行っていただく予定となっておりますので、来年３月上旬ごろに開催したいと考えて

おります。また、必要に応じて臨時の審議会を開催する場合もございますので、その際に

はよろしくお願い申し上げます。 

○議長 事務局より第２回の審議会の開催について申し述べていただきましたが、委員の
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皆様よろしくお願いします。その他何かございますか。 

 それでは、本委員会これで終わらせていただきますが、本日出ました意見、今後の労働

行政に生かしていただきたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 


